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令和 3年 

10 月 
 

 

不審に思ったときは、警察や消費生活総合センターへすぐに相談を！！ 

消費者ホットライン  ☎188(いやや) 

消費生活総合センター ☎256-0800 

緊急時なので慌ててしまいがち… 
●広告の料金表示をうのみにしないようにしましょう。 

●現場で初めて作業内容や料金が提案されます。事業者が作業に取り掛

かる前に作業内容と料金を確認しましょう。「おかしいな」と思った

らその場で作業を断りましょう。 

●クーリング・オフができる場合もあります。 

請求額に納得できない場合は、作業後であっても 

その場で料金を支払わず、すぐにお住まいの 

自治体の消費生活センター等にご相談ください 

（消費者ホットライン188）。 
 

インターネット等の広告がきっかけの 

トラブルが増加しています。 

安い価格にだまされないで!! 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時に備えて、 

持っている鍵の 

メーカー等を確認し、 

信頼のおける事業者の 

情報を調べておくと 

安心です。 

 

 
 


